
  
 
 
 
    
 
 
 
 
  
 
  
 
    
  
  
   １０月４日（水）、国道４５号東松島市内 
において、石巻警察署と合同で特殊車両 
の運行状況確認を実施しました。 
  道路を通行できる車両の寸法や重量は 
「車両制限令」で定められています。制限 
を越えて通行する場合は 『特殊車両通行 
許可  』が必要になります。 許可を受けず 
に、あるいは許可内容に合致しない状態 
で通行した車両は違反となります。 違反 
車両は、道路や橋梁などの構造物に大き 
なダメージを与えたり、また重大な事故を 
引き起こす原因になります。 
  大切な道路の保全や、事故防止等のた 
め定められたルールを守りましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
  

 いしこく   信  

 出張所管内（国道４５号東松島市～登米市津山町 ・ 国道１０８号石巻市）の国道に関する話題をお伝えします。 
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  国土交通省 東北地方整備局 
     仙台河川国道事務所 石巻国道維持出張所      
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 ご協力ありがとうございました。 

 
 
 
車両の寸法を計測しました。 
  

 
 
 
 
積載重量や通行許可内容を確認しました。 
  

 

 
 
 
実施内容を説明、ご協力いただきました。 
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